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■ 取組の背景 
 道民の消費生活を支える卸売業や小売業に

おいては、近年、卸売業者の廃業や撤退によっ

て地域小売店に商品が届きにくくなるという

仕入れ環境の悪化が懸念されているところで

す。 

  
■ 取組の概要 
 帯広地方卸売市場は十勝地域の唯一の総合

卸売市場であり、食料品流通の拠点として大き

な役割を果たしてきています。 

そのなかで、遠隔地の買受人（小売店等）の

利便性と地域への食料品の安定供給を確保す

るため、十勝管内の２カ所に「集配センター」

を設置しています。 

帯広の卸売市場から毎日集配センターに食

料品を配送して地域小売店などへ卸しており、

配送センターへ来ることのできない町外遠隔

地等の小売店には配達も行っています。 

このほかの取組として、小規模小売業者や外

食業者などに対し、生鮮食料品や加工食品、包

装資材などを小ロットで供給する「食品関連総

合センター」を平成２０年に設置し、卸売市場

の活性化を図っています。 

 

     
■ 取組のポイント 
「集配センター」について 

【設置の経緯】 

  昭和 44 年に池田町の卸売業者から営業譲

渡により池田町に開設。さらに平成 13 年に

本別町の卸売市場が廃場されたことから本

別町に開設。いずれも既存の施設は老朽化が

進んでいたため新たに施設を整備しました。 

【センターの概要】 

 ・池田集配センター（昭和４４年７月開設） 

建物面積 435 ㎡、社員５名（パートを含

む）、池田町内のほか浦幌町や豊頃町等のエ

リアもカバーしている。 

 ・本別集配センター（平成１３年２月開設） 

建物面積 857 ㎡、社員５名（パートを含

む）、本別町内のほか足寄町や陸別町、上士

幌町等のエリアもカバーしている。 

 
■ 今後の展開 

集配センターは採算面での厳しさはありま

すが、地方卸売市場の使命として地域小売店等

への安定した食料品供給のために今後とも継

続させていく考えです。 
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